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民法・
宅建業法
に強くなる

さ
ん
と
B
さ
ん
の
同
意（
合
計
3
分
の
2
の

同
意
）で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

次
に
、共
有
物
の
売
却
に
つ
い
て
、現
行
民

法
で
は
共
有
物
の「
変
更
」に
等
し
い
た
め
共

有
者
全
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。改
正
民
法
で
も
こ
の
点
は
変
わ
り
ま
せ

ん
が
、A
さ
ん
お
よ
び（
又
は
）B
さ
ん
が
C

さ
ん
の
持
分
を
取
得
す
る
制
度
や
、A
さ
ん

お
よ
び
B
さ
ん
が
持
分
全
部
を（
C
さ
ん
の

持
分
も
併
せ
て
）特
定
の
者
へ
譲
渡
す
る
制

度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、第
三
者
へ
の

共
有
物
の
売
却
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

利
用
・
処
分
に
関
す
る
改
正
事
項
を
取
り
扱

い
ま
す
。

⑴
共
有
物
の「
変
更
」の
考
え
方

　

共
有
物
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、共

有
物
へ
の
影
響
が
大
き
い
行
為
ほ
ど
多
く
の

共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。具
体
的
に
は
、次
の
3
つ
の
区
分
が
あ
り

ま
す
。

①
変
更

　

共
有
物
を
物
理
的
に
改
変
す
る
行
為（
増

改
築
等
）、共
有
物
を
処
分
す
る
行
為（
売

却
、抵
当
権
設
定
等
）→
共
有
者
全
員
の
同

意
が
必
要（
改
正
民
法
2
5
1
条〈
現
行
民

法
2
5
1
条
〉）

②
管
理

　

共
有
物
の
変
更
を
伴
わ
な
い
利
用
、改
良

等（
設
備
の
改
良
、賃
貸
借
の
解
除
等
）→
共

有
者
の
持
分
価
格
の
過
半
数
の
同
意
が
必
要

（
改
正
民
法
2
5
2
条
1
項〈
現
行
民
法

2
5
2
条
本
文
〉）

③
保
存
行
為

　

共
有
物
の
現
状
を
維
持
す
る
行
為（
補

修
、公
租
公
課
の
支
払
等
）→
共
有
者
が
そ

れ
ぞ
れ
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る（
改
正

民
法
2
5
2
条
5
項〈
現
行
民
法
2
5
2
条

た
だ
し
書
〉）

　

こ
の
う
ち
、「
変
更
」に
つ
い
て
、改
正
民

法
で
は「
そ
の
形
状
又
は
効
用
の
著
し
い
変

更
を
伴
わ
な
い
も
の
」で
あ
れ
ば
共
有
者
全

員
の
同
意
を
得
る
必
要
が
な
い
と
定
め
て
い

る
た
め
、共
有
者
の
持
分
価
格
の
過
半
数
の

同
意
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
そ

の
形
状
又
は
効
用
の
著
し
い
変
更
を
伴
わ
な

い
」変
更
の
例
と
し
て
、法
務
省
は
、砂
利
道

の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
、建
物
の
外
壁
・
屋
上

防
水
等
の
大
規
模
修
繕
工
事
を
挙
げ
て
い
ま

す（
参
考
資
料
リ
ン
ク
参
照
）。

⑵
共
有
者
の一
部
に
所
在
不
明
者
が
い
る

場
合

　

前
述
の
と
お
り
、共
有
物
の
変
更
ま
た
は

管
理
を
行
う
た
め
に
は一
定
の
共
有
者
の
同

意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。他
方
で
、共

有
者
の一
部
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
お
り
、同

意
を
得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。改
正

民
法
で
は
、こ
う
し
た
場
合
に
次
の
制
度
を

新
設
し
て
い
ま
す
。

①
所
在
不
明
共
有
者
の
同
意
に
関
す
る
裁

判
手
続

　

共
有
者
は
、裁
判
所
の
決
定
を
得
る
こ
と

に
よ
り
、所
在
不
明
共
有
者
以
外
の
共
有
者

の
同
意
を
得
て
共
有
物
に
変
更
を
加
え
る
こ

と（
あ
る
い
は
、所
在
不
明
共
有
者
以
外
の

共
有
者
の
持
分
価
格
の
過
半
数
で
共
有
物

の
管
理
に
関
す

る
事
項
を
決
す

る
こ
と
）が
で
き

ま
す（
改
正
民

法
2
5
1
条
2

項
、2
5
2
条

2
項
）。

②
所
在
不
明
共
有
者
の
持
分
の
取
得
制
度

　

共
有
者
は
、裁
判
所
の
決
定
を
得
る
こ
と

に
よ
り
、
所
在
不
明
共
有
者
の
持
分
に
相

当
す
る
金
銭
を
供
託
し
た
上
で
、そ
の
持
分

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
改
正
民
法

2
6
2
条
の
2
）。

③
所
在
不
明
共
有
者
の
持
分
の
譲
渡
制
度

　

共
有
者
は
、裁
判
所
の
決
定
を
得
る
こ
と

に
よ
り
、所
在
不
明
共
有
者
以
外
の
全
員
が

特
定
の
者
に
持
分
全
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
を

停
止
条
件
と
し
て
、所
在
不
明
共
有
者
の
持

分
を
そ
の
特
定
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す（
民
法
2
6
2
条
の
3
）。

⑶
そ
の
他
の
共
有
に
関
す
る
改
正
事
項

　
こ
こ
ま
で
は
主
に
所
在
不
明
共
有
者
が
い

る
場
合
で
も
円
滑
に
共
有
物
を
利
活
用
す
る

た
め
の
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、こ
の
他

に
も
共
有
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
正
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。一
例
を
挙
げ
る
と
次
の
と
お

り
で
す
。

①
共
有
物
の
管
理
は
共
有
者
の
持
分
価
格

の
過
半
数
の
同
意
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、共
有
物
を
使
用
し
て
い
る
共
有
者
が

特
別
の
影
響
を
受
け
る
場
合
に
は
、そ
の
承

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
改
正
民
法

2
5
2
条
3
項
）。

②
共
有
者
は
、
持
分
価
格
の
過
半
数
の
同

意
に
よ
り
、
共
有
物
の
管
理
者
を
選
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す（
民
法

2
5
2
条
の
2
）。

　

そ
の
他
、本
稿
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
改

正
事
項
も
あ
り
ま
す
の
で
、法
務
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等（
参
考
資
料
リ
ン
ク
参
照
）か
ら
情

報
収
集
を
行
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

３ 

ご
相
談
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

　

外
壁
の
大
規
模
修
繕
は
、一
般
に
共
有
物

の
物
理
的
な
変
化
を
伴
う
行
為
に
あ
た
る
た

め
、現
行
民
法
上
は
共
有
物
の「
変
更
」と
し

て
共
有
者
全
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。一
方
、改
正
民
法
で

は
、「
そ
の
形
状
又
は
効
用
の
著
し
い
変
更
を

伴
わ
な
い
も
の
」に
該
当
す
れ
ば
、共
有
者
の

持
分
価
格
の
過
半
数
の
同
意
、す
な
わ
ち
A

産
登
記
簿
に
よ
り
所
有
者
が
直
ち
に
判
明
し

な
い
土
地
や
、所
有
者
が
判
明
し
て
も
所
在

不
明
で
連
絡
が
つ
か
な
い
土
地
）の
対
応
が

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、所
有
者
不

明
土
地
・
建
物
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も

に
、こ
れ
ら
の
利
活
用
を
促
進
す
る
た
め
、令

和
3
年
4
月
21
日
に
次
の
法
律
の
制
改
定
が

行
わ
れ
ま
し
た（
令
和
3
年
法
律
第
24
号
、

同
第
25
号
）。

①
不
動
産
登
記
法
の
改
正（
相
続
登
記
の
義

務
化
等
）

②
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
の
制
定（
相
続
し

た
土
地
の
国
庫
帰
属
を
申
請
す
る
制
度
の

設
置
）

③
民
法
の
改
正（
共
有
物
の
円
滑
利
用
等
）

２ 
改
正
民
法
に
お
け
る
共
有
制
度

　

改
正
民
法
で
は
、所
有
者
不
明
土
地
・
建

物
を
は
じ
め
不
動
産
の
利
活
用
を
促
進
す
る

た
め
、さ
ま
ざ
ま
な
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、紙
幅
の
都
合
上
、主
に
共
有
物
の

【
回
答
】

　

共
有
物
の
物
理
的
な
変
化
を
伴

う
大
規
模
修
繕
や
共
有
物
の
売
却

を
す
る
た
め
に
は
、現
行
民
法
上
、

共
有
者
全
員
の
同
意
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、C
さ
ん
の

同
意
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
こ
れ
ら

を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し
か

し
、令
和
3
年
法
律
第
24
号
に
よ

る
改
正
後
の
民
法（
令
和
5
年
4

月
1
日
施
行
。以
下「
改
正
民
法
」

と
い
い
ま
す
）の
も
と
で
あ
れ
ば
、C

さ
ん
が
所
在
不
明
で
あ
っ
て
も
大
規

模
修
繕
や
売
却
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

１ 

所
有
者
不
明
土
地
に
関
す

る
法
改
正
等

　

昨
今
、所
有
者
不
明
土
地（
不
動

今回のご相談

　当社でお付き合いのあるAさんは、親の相続
で、Bさん、Cさんと共に3人で土地付き建物を取
得し、各3分の1の割合で共有しています。
　建物は空き家であり、そろそろ外壁の大規模修
繕を行いたいと考えているほか、将来的に第三者
への売却も検討しています。しかし、Cさんが所在
不明になっており、連絡をとることができません。
　AさんとBさんだけで大規模修繕や売却を行う
ことはできるのでしょうか？

み
ら
い
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

小
松 

恒
之

不
動
産
の
共
有
者
が
所
在
不
明
に
な
っ
た
と
き

●改正民法の概要
　本稿で取り上げた共有物に関する改正以外にも、次の改正
が行われています。
⑴ライフラインの引込等で他人の土地を使用する場合の制度
隣地から水道管を引き込まなければならない場合等、ライフ
ラインの設置・利用にあたり隣地を使用する際の権利調整に
ついて、民法の規律が明確化・追加されます。
⑵所有者不明又は管理不全の土地・建物の管理制度
所有者不明の土地・建物や管理不全に陥っている土地・建物
について、裁判所に管理人を選任してもらうことができる制
度です。
⑶遺産分割制度の見直し
相続が開始してから10年以上にわたり遺産分割が行われな
い場合には、原則として、寄与分や特別受益等の具体的相続
分を主張することができなくなります。この他にも、これまで
の相続制度が一部改正されています。

●法務省民事局　「令和3年民法・不動産登記法改正、相
続土地国庫帰属法のポイント」
https://www.moj.go.jp/content/001377947.pdf

参考資料


